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袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定により指定する区域

（案）に係るパブリックコメントの実施結果 

   

１ 意見募集の概要 

 (1) 意見の募集期間  令和７年２月８日（土）～令和７年３月７日（金） 

 (2) 提出者・意見数   ２人、１１件 

 (3) 意見の分類と市の対応状況 

対   応   区   分 件 数 

Ａ 意見を反映し、素案を修正したもの  １件 

Ｂ 意見の趣旨・考え方が既に素案に盛り込まれているもの  ０件 

Ｃ 意見を反映しないで、素案どおりとしたもの  １件 

Ｄ その他の意見、素案とは直接関係ないもの、今後の参考とするもの等  ９件 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

１ 

急傾斜地崩壊危険区域における開発行為の許可基準

について 

急傾斜地崩壊危険区域は、土砂災害が起こる危険

性が高い地域ですが、それと同時に豊かな自然や

美しい景色も持っている地域です。この区域で開

発を行う際の許可基準については、防災対策をし

っかり行うことと地域の魅力をさらに高めるこ

と、そして、地域住民の生活の質を向上させるこ

との３つをバランス良く進める必要があります。

具体的には、以下の点を提案します。 

Ｃ 急傾斜地崩壊区域は、都市計画法施行令において指定区域か

ら除外することとされているので、ご理解くださるようお願い

いたします。 

都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

新しい技術を使って安全性を高め、開発を促進する

急傾斜地における開発は、従来、土砂災害のリス

クが高いことから制限されてきました。しかし、

近年では、ICT や AI などの先進技術を活用した新

たな防災対策が開発されています。これらの技術

を導入することで費用対効果を高めながら安全性

を向上させ、開発を促進することができます。例

えば、地盤の動きを監視するセンサーを斜面に設

置し、土砂崩れの予兆を早期に察知できるシステ

ムを導入する。ドローンを活用し、急傾斜地の空

撮画像を定期的に撮影することで、地形の変化を

把握し、危険な箇所を特定する。過去の土砂災害

のデータや気象データを人工知能に学習させ、土

砂災害発生の危険性を予測するシステムを構築す

る。 

２ 

自然と調和した開発 

開発を行う際は、周辺の自然環境との調和に配慮

する必要があります。緑地保全、景観への配慮、

生物多様性の保全等、自然環境と共存する開発を

進めることが重要です。例えば、開発区域内に緑

地を設け、木々や花々を植えることで、自然環境

の保全に貢献する。周辺の景観に配慮し、建築物

の高さを制限したり、外壁の色を周囲の自然に調

和させる。開発区域内にビオトープを作り、生物

多様性の保全に努める。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 
都市計画課 



 - 3 - 

整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

３ 

地域住民への情報提供 

開発計画の内容や防災対策、環境を守るための取

り組みについて、地域住民に分かりやすく情報提

供する必要があります。説明会を開いたり、ホー

ムページで公開したりするなどして、地域住民の

理解と協力を得ながら開発を進めることが重要で

す。例えば、開発計画の説明会を定期的に開催

し、地域住民からの質問や意見に丁寧に答える。

開発計画の内容、防災対策、環境保全の取り組み

などを分かりやすくまとめたパンフレットを作成

し、地域住民に配布する。開発計画に関する情報

をホームページで公開し、誰でもアクセスできる

ようにする。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 

都市計画課 

４ 

急傾斜地における防災対策と地域の魅力向上 

急傾斜地は、土砂災害の危険性が高い一方で、豊

かな自然や美しい景色も持っている地域です。防

災対策をしっかり行いながら、これらの地域の魅

力を活かしたまちづくりを進めることが大切で

す。具体的には、以下の点を提案します。 

防災と観光を両立させる急傾斜地は、地形の特徴

から、眺めが良い場所やハイキングコース等、観

光資源としても魅力的な場所です。防災対策をし

っかり行った上で、これらの観光資源を活かした

観光開発（観光地としての整備や新たな観光資源

の発掘、観光客誘致のための広報活動など）を進

めることで地域経済の活性化に貢献することがで

きます。例えば安全対策を施した展望台や遊歩道

を整備し、観光客が安全に景色を楽しめるように

Ⅾ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 

都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

する。急傾斜地を活かしたアスレチックコースや

ジップラインなどを設置し、冒険観光を促進す

る。地元の自然や文化を体験できるガイドツアー

などを企画し、観光客誘致につなげる。 

５ 

地域住民が参加できるまちづくり 

急傾斜地の防災対策やまちづくりには、地域住民

の参加が欠かせません。地域住民が主体的に防災

活動に参加できる体制を作り、地域住民の意見を

反映したまちづくりを進めることが重要です。例

えば、地域住民が参加する防災訓練を定期的に実

施し、防災意識の向上を図る。まちづくりに関す

るワークショップや意見交換会などを開催し、地

域住民の意見を積極的に聞き取る。地域住民が運

営するコミュニティセンターやカフェなどを作

り、地域住民の交流を促進する。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 

都市計画課 

６ 

安心安全な生活環境の整備 

急傾斜地崩壊危険区域に指定されている地域にお

いては、土砂災害発生時の被害を最小限に抑える

ための対策強化が必須です。急傾斜地特別措置法

では、危険区域内における建築物の規制、擁壁等

の設置、がけ崩れ防止工事などの対策が定められ

ています。 

危険区域における住宅の耐震化支援 

老朽化した住宅の耐震診断や改修工事に対する助

成制度を拡充し、地域住民の安全確保を促進す

る。避難経路の整備と情報提供避難経路の明確

化、標識の設置、ハザードマップの配布などによ

り、住民への情報提供を強化する。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 

都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

早期警戒システムの導入 

降雨量や土砂崩壊の危険度をリアルタイムで監視 

し、住民に迅速な避難情報を提供するシステムを

導入する。 

地域住民が主体的に防災に取り組むための施策 

防災意識向上と地域防災力の強化のため、地域住

民が主体的に防災活動に参加できるような施策を

推進する必要があります。 

自治会との連携強化 

防災訓練の実施、防災情報の共有、避難支援等、

自治会と連携した防災体制を構築する。 

防災マップの作成 

地域住民が主体的に防災マップを作成し、地域の

特徴に応じた防災対策を検討するワークショップ

などを開催する。 

防災対応自動販売機の設置 

災害時に飲料水や食料、情報提供の拠点となる防

災対応自動販売機を、地域住民や観光客が多く利

用する場所に設置することを提案します。例え

ば、公園、避難場所、観光施設などに設置するこ

とで、災害時の飲料水や食料の確保、情報収集に

役立ちます。自動販売機に Wi-Fi 機能を搭載する

ことで、災害時でも情報収集や連絡手段を確保す

ることができます。企業と連携し、設置費用の一

部を負担してもらう、または維持管理を委託する

などの協力体制を構築することで、設置を促進す

ることができます。 

情報アクセスしやすい環境づくり 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

誰もが、いつでも、どこでも、必要な情報にアク

セスできる環境を作ることは、市民の安全確保、

地域社会の活性化、そして、市政への参加促進に

不可欠です。具体的には、以下の点を提案しま

す。 

行政情報のデジタル化 

袖ケ浦市では、既に防災マップを作成・公開して

いますが、スマートフォンやパソコンで閲覧でき

るようにすることで、市民がより手軽に情報にア

クセスできるようになります。防災情報、避難情

報、イベント情報などを、リアルタイムで発信で

きるシステムを構築することで、市民へ迅速かつ

正確な情報伝達が可能になります。行政手続きを

オンラインで完結できるシステムを導入すること

で、市民の利便性向上と行政の効率化を図ること

ができます。 

７ 

スズメバチの巣の駆除 

夏場以降に発生するスズメバチの巣は、地域住民

の生活に脅威を与えるため、駆除の支援が必要で

す。スズメバチによる被害を防止し、市民の安全

を確保するため、専門業者によるスズメバチの巣

の駆除を無料で行うサービスを導入する。駆除費

用を補助することで、市民の経済的負担を軽減

し、スズメバチの巣の早期発見・駆除を促進す

る。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

８ 

アクアラインマラソンコースの美観向上 

アクアラインマラソンは、袖ケ浦市の魅力を発信

する重要なイベントです。コース周辺の美観向上

に取り組み、大会の魅力を高める必要がありま

す。コース沿道の景観が単調な場所には、花壇や

緑地を整備することで景観を向上させる。ゴミの

ポイ捨て対策として、ゴミ箱の設置や啓発活動を

行う。電線類による景観阻害を解消するため、電

線類の地中化を進める。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 都市計画課 

９ 

デジタルデバイドの解消 

高齢者や障害者など、デジタル機器の利用に不慣

れな市民に対して、操作方法の講習会やサポート

体制を提供することで、誰もがデジタル化の恩恵

を受けられるようにする必要があります。公共施

設に無料の Wi-Fi スポットを整備することで、イ

ンターネットへのアクセス手段を確保し、情報格

差を解消することができます。デジタル機器の購

入費用を助成する制度を設けることで、経済的な

理由でデジタル機器を利用できない市民を支援す

ることができます。 

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 

都市計画課 

10 

多言語対応 

市のホームページや防災情報を英語、中国語、韓

国語など、多言語に対応させることで、外国人住

民も情報にアクセスしやすくなります。外国人住

民向けの相談窓口を、オンラインでも開設するこ

とで、言葉の壁によるコミュニケーションの障壁

を減らすことができます。これらの施策を実施す

るにあたっては、初期費用だけでなく、その後の

Ｄ 今回の意見募集の対象は、袖ケ浦市都市計画法に基づく開発

行為等の許可の基準に関する条例第７条第１項第７号の規定に

より指定する土地の区域（案）としておりますので、頂いたご

意見については、今回のパブリックコメントの対象外となりま

すが、今後の参考とさせていただきます。 
都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

維持・管理費用についても考慮する必要がありま

す。費用対効果を検証し、段階的に導入を進め

る、民間企業との連携を強化するなど、財政状況

を踏まえた上で実現可能な計画を策定することが

重要です。 

11 

＊＊ページ集落＊ ＊＊＊＊＊、＊＊＊＊番の土地 

 当該土地は、東側・南側ともに前面の道路を境に

区域から外れているが、南側は広域農道、東側の

道路は、散策路となっており歩道のラインがひか

れ整備されているものだが、このラインを境に当

該土地が区域外となっているのはなぜか。 

 ここに限らず、同じラインで（同じラインの道路

に面している土地等）にあって、凸凹に区域の

内・外が分けられているのはおかしいのではない

か。 

 また、今回の指定に関し、既存コミュニティの維

持を目的としているということだが、市民が利用

する生活道路や交通量の多い広域農道等に面する

土地については、この区域に指定すべきではない

か。 

 以上のように考えます。再考のほどよろしくお願

いいたします。 

Ａ 区域案の作成に当たっては、袖ケ浦市都市計画法に基づく開

発行為等の許可の基準に関する条例第２条第１項第１号に規定

する既存集落の条件を満たす範囲円を基に、道路や水路のほか

土地の筆境を境に区域案を作成しております。その際、既存集

落の範囲円が土地の筆の一部を含む場合には、筆全体の大半を

占めることを条件に区域案を作成しておりましたが、ご意見に

あるとおり、市条例第７条第１項第７号は既存コミュニティの

維持を目的とするという趣旨であることから、土地の筆の一部

を含む場合の判断条件を見直し（概ね半分）区域を一部修正い

たします。 

なお、同じ道路に面している土地等であっても凹凸に区域案

の内外が分かれていることについては、既存集落の条件を満た

す範囲円を基にしているため、凹凸が生じているものであり、

区域指定の条件については、上記に述べたとおりであることか

ら、幹線道路や交通量の多い生活道路に面するという条件では

区域案を作成しておりません。 

また、図面で示す区域内であっても土砂災害特別警戒区域等

の災害ハザードエリア、農用地区域、第一種農地等について

は、指定区域から除外することとなるほか、排水等の技術的な

基準を満たさなければ建築をすることはできませんので、ご理

解くださるようお願いいたします。 

 

【参考】 

都市計画課 
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整理
番号 

意 見 の 概 要 
対応 

区分 
意見に対する市の考え方 担当課 

袖ケ浦市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する

条例より 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

 （1） 既存集落 市街化調整区域において、次のいずれか

に該当する地域をいう。 

  ア 半径１５０メートルの範囲内に４０以上の建築物（２

０以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合に

おいて、市街化区域内に存するものを含む。イにおいて

同じ。）が連たんしている地域 

  イ 敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の建築物

が連たんしている区域であって、当該建築物の敷地から

の距離が５５メートルの範囲内であるもの 

 


